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発
行
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の
聴
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商
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団
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政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称

等
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告

示

山
口
県
告
示
第
百
九
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
保
安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
十
月
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

岩
国
市
装
束
町
三
丁
目
一
〇
〇
五
〇
、
一
〇
〇
五
四
、
一
〇
〇
五
五

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

装
束
町
三
丁
目
一
〇
〇
五
四
・
一
〇
〇
五
五
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）

⚒

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⚓

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
岩
国
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚔

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
及
び
岩
国
市
産
業
振
興
部
農
林
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
百
九
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
保
安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
十
月
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

岩
国
市
多
田
字
樋
尾
一
三
五
八
の
一
、
一
三
五
八
の
二
、
一
〇
一
五
七
、
一
〇
一
九
〇
か
ら
一
〇

一
九
二
ま
で
、
字
丸
田
越
一
〇
一
五
九
、
字
夏
休
一
〇
一
八
七
、
美
和
町
渋
前
字
た
な
ご
一
〇
〇
〇

六
、
字
か
く
れ
ケ
浴
一
〇
〇
〇
九
、
一
〇
〇
一
一
、
字
堂
ケ
原
一
〇
〇
一
四
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。
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字
樋
尾
一
三
五
八
の
一
・
一
〇
一
五
七
・
一
〇
一
九
二
・
字
た
な
ご
一
〇
〇
〇
六
・
字
堂
ケ

原
一
〇
〇
一
四
の
一
（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

⚒

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⚓

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
岩
国
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚔

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
及
び
岩
国
市
産
業
振
興
部
農
林
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
二
百
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
十
月
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

岩
国
市
錦
町
広
瀬
字
白
井
上
ケ
原
一
一
四
五
三
の
二
一
、
字
挽
固
屋
一
一
四
五
四
の
一
、
一
一
四

五
四
の
四
一
、
字
梶
畑
向
一
一
四
六
〇
の
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
岩
国
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
岩
国

市
産
業
振
興
部
農
林
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

岩
国
市
錦
町
広
瀬
字
竜
王
一
六
二
、
字
柱
尾
一
一
四
六
〇
の
二
、
字
沼
田
原
一
二
六
七
五
の
一

（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
樋
ノ
口
一
三
二
九
二
、
一
三
三
二
〇
の
一
か
ら

一
三
三
二
〇
の
四
ま
で
、
字
檜
木
山
一
三
二
九
三
、
錦
町
大
原
字
尾
崎
五
五
二
の
二
、
五
五
二
の

三
、
五
五
三
の
二
、
字
阿
ん
の
上
一
〇
一
〇
一
、
字
さ
こ
の
奥
一
〇
一
〇
二
か
ら
一
〇
一
〇
五
ま

で
、
字
太
い
原
一
〇
一
一
五
の
一
か
ら
一
〇
一
一
五
の
三
ま
で
、
字
穴
ケ
浴
一
〇
二
〇
三
、
字
松
ケ

平
一
〇
三
〇
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
錦
町
中
ノ
瀬
字
惣
田
七
四
七
、
七
四
九
の
一

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
赤
滝
一
〇
六
一
七
の
一
、
一
〇
六
二
五
、
一
〇
七
六
四
の

三
、
一
〇
七
六
四
の
五
、
一
〇
七
六
五
、
錦
町
宇
佐
郷
字
五
十
尻
一
二
一
九
、
一
二
二
七
、
字
中
ノ

原
一
一
〇
五
七
、
一
一
〇
五
八
の
二
、
字
な
め
ら
谷
一
一
七
三
一
、
一
一
七
三
二
の
一
、
一
一
七
三

四
、
一
一
七
三
五
、
錦
町
須
川
字
奥
ノ
谷
三
九
二
六
、
三
九
二
八
の
一
、
三
九
二
八
の
二
、
三
九
三

一
の
一
、
一
三
二
五
〇
、
錦
町
宇
佐
字
済
坂
一
一
六
七
七
の
一
、
一
一
六
八
五
、
字
槙
原
一
一
六
八

〇
二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
赤
滝
一
〇
七
六
四
の
三
・
一
〇
七
六
四
の
五
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）
、
字
済
坂
一
一
六
七
七
の
一
、
字
な
め
ら
谷
一
一
七
三
四
・
一
一
七
三
五
（
以
上

二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

⚒

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⚓

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
岩
国
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚔

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
及
び
岩
国
市
産
業
振
興
部
農
林
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
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公

告

（
一
三
七
）
令
和
元
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の
要
領
の
公
表

令
和
元
年
九
月
山
口
県
議
会
定
例
会
で
議
決
さ
れ
た
令
和
元
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の
要
領
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。

令
和
元
年
十
月
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

令
和
元
年
度
山
口
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
⚒
号
）

令
和
元
年
度
山
口
県
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
⚒
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
⚑
条
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
201,000千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
685,719,082千

円
と
す
る
。

⚒
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出

予
算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

（
債
務
負
担
行
為
の
補
正
）

第
⚒
条
債
務
負
担
行
為
の
追
加
は
、
「
第
⚒
表
債
務
負
担
行
為
補
正
」
に
よ
る
。

第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
単
位
千
円
）

歳
入

款
項

補
正
額

補
正
前
の
額

計

13繰
越

金

201,000

1,521

202,521

1繰
越

金

201,000

1,521

202,521
歳

入
合

計
201,000

685,518,082
685,719,082

歳
出

款
項

補
正
額

補
正
前
の
額

計

2総
務

費

200,000

35,693,926

35,893,926

3徴
税

費

200,000

5,541,336

5,741,336

3民
生

費

1,000

96,551,298

96,552,298

1社
会
福
祉
費

1,000

75,209,935

75,210,935

歳
出

合
計

201,000
685,518,082

685,719,082
第
2
表
債
務
負
担
行
為
補
正

追
加

事
項

期
間

限
度

額

１
庁
舎
等
維
持
管
理
事
業

の
年
度
を
越
え
る
工
事
を

一
括
契
約
す
る
こ
と
。

令
和
元
年
度
か
ら

令
和
⚒
年
度
ま
で
430,100千

円

（
一
三
八
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は
、
令
和
元
年
十
月
十
五
日
か
ら

令
和
二
年
二
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
岩
国
市
産
業
振
興
部
商
工
振
興

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
十
月
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
錦
帯
橋
店

所
在
地

岩
国
市
岩
国
二
丁
目
五
八
六

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一
〇
番
一
号

横
山

英
昭

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

名
氏
名
又
は
名
称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一
〇
番
一
号

横
山

英
昭

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

令
和
二
年
五
月
二
十
八
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
、
四
九
一
平
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

㈠

駐
車
場
の
収
容
台
数

四
三
台

㈡

駐
輪
場
の
収
容
台
数

一
〇
台

二
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㈢

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

二
七
平
方
メ
ー
ト
ル

㈣

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

九
立
方
メ
ー
ト
ル

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

氏

名

又

は

名

称

開
店
時
刻

閉
店
時
刻

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

午
前
九
時

午
後
一
〇
時

㈡

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

㈢

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

二
箇
所

㈣

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

八

届
出
年
月
日

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日

（
一
三
九
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

元
年
五
月
二
十
八
日
山
口
県
公
告
（
一
四
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
周
南
市

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
令
和
元
年
十
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
五
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部

商
政
課
及
び
周
南
市
経
済
産
業
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
十
月
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

フ
ジ
桜
馬
場
店

所
在
地

周
南
市
桜
馬
場
通
三
丁
目
一
六

二

意
見
の
概
要

交
通
に
係
る
事
項
、
騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項
等
に
つ
い
て
配
慮
を
求
め
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
十
月
十
五
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の

名
称

代
表

者
会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

そ
の
他
の

事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

氏
名
公
職
の
種
類

国
民
民
主
党

山
口
県
参
議

院
選
挙
区
第

１
総
支
部

大
内
一
也
参
議
院
議
員
小
田
村
克
彦
山
口
市
中
央
５
丁
目
８
番
12号

政
治
資
金
規

正
法
第
19条

の
７
第
１
項

第
１
号
に
係

る
国
会
議
員

関
係
政
治
団

体

平
成
31、
３
、
11

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

津
島
ひ
ろ
や
す
後

援
会

津
島
宏
保
安
達
正
夫
玖
珂
郡
和
木
町
和
木
１
丁

目
１
番
12－
１
号

平
成
31、
３
、
28

西
村
生
則
後
援
会
西
村
生
則
西
村
生
則
萩
市
大
字
紫
福
2949

平
成
30、
１
、
22

ま
ち
づ
く
り
政
策

会
議

石
部
安
敏
守
谷

淳
山
陽
小
野
田
市
日
の
出
４

丁
目
２
番
14号

平
成
31、
３
、
５

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
十
月
十
五
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

四
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政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

国
民
民
主
党
山
口
県
第
１
区
総

支
部

西
嶋
裕
作

代
表
者
西
嶋
裕
作

大
内
一
也

平
成
31、
３
、
８

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

国
会
議
員
関
係

政
治
団
体
以
外

の
政
治
団
体

政
治
資
金
規
正

法
第
19条
の
７

第
１
項
第
１
号

に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団

体

自
由
民
主
党
徳
山
支
部

友
広

巌

代
表
者
友
広

巌
藤
井
律
子

〃
２
、
６

会
計
責
任
者
福
田
妙
子

有
㖊
典
子

事
務
所
周
南
市
東
山
町

12番
40号

周
南
市
大
字
栗

屋
724

自
由
民
主
党
柳
井
支
部

星
出
拓
也
会
計
責
任
者
井
森
浩
視

賀
原
基
和

平
成
30、
12、
１

事
務
所
柳
井
市
姫
田
12

番
１
号

柳
井
市
新
市
沖

５
番
20号

平
成
31、
３
、
５

自
由
民
主
党
山
口
県
宇
部
市
第

三
支
部

篠
㟒
圭
二
会
計
責
任
者
田
家
資
敏

河
原
直
美

〃
〃
22

自
由
民
主
党
山
口
県
第
一
選
挙

区
支
部

高
村
正
大
〃

江
村
和
剛

有
田

力
〃
〃
１

自
由
民
主
党
山
口
県
宅
建
支
部
上
原
祥
典
〃

浅
川
幸
則

松
村

誠
平
成
30、
６
、
７

池
田
ゆ
た
か
後
援
会

池
田

豊
事
務
所
防
府
市
惣
社
町

１
番
42号

防
府
市
中
央
町

４
番
１
号

〃
〃
21

大
西
明
子
後
援
会

大
西
明
子
会
計
責
任
者
大
西
正
勝

西
村

皎
平
成
31、
２
、
４

大
西
倉
雄
後
援
会

上
田
洋
一
代
表
者
上
田
洋
一

木
下
敬
介

〃
３
、
１

幸
福
実
現
党
徳
山
後
援
会

早
稲
田
祥
太

郎
会
計
責
任
者
河
井
美
和
子

早
稲
田
祥
太
郎
〃
２
、
12

古
賀
ひ
ろ
か
ず
後
援
会

古
賀
寛
三
〃

古
賀
靖
丈

弘
実
法
造

〃
１
、
５

し
の
ざ
き
圭
二
後
援
会

前
田

勲
〃

田
家
資
敏

河
原
直
美

〃
３
、
22

税
理
士
に
よ
る
林
芳
正
後
援
会
中
尾
友
昭
〃

中
尾
友
昭

藤
上
博
之

〃
２
、
〃

な
お
の
克
後
援
会

猶
野

克
事
務
所
宇
部
市
今
村
北

２
丁
目
２
番
10

号
宇
部
市
中
尾
１

丁
目
７
番
８
号
〃
〃
１

西
村
ま
さ
み
山
口
県
後
援
会

山
内
高
史
会
計
責
任
者
安
山
泰
吾

佐
川

博
平
成
30、
10、
12

日
本
薬
業
政
治
連
盟
山
口
県
支

部
垣
村
和
彦
〃

三
村
和
弘

柳
井

誠
平
成
31、
１
、
１

日
本
臨
床
検
査
技
師
連
盟
山
口

県
支
部

吉
本
裕
史
代
表
者
吉
本
裕
史

中
村
京
子

平
成
30、
５
、
27

林
哲
也
後
援
会

岡
本

雅
会
計
責
任
者
山
野

進
福
田
博
美

〃
12、
20

宮
本
て
る
お
後
援
会

川
上
和
恒
〃

山
根
和
人

宮
本
清
美

平
成
31、
２
、
22

村
田
信
二
後
援
会

村
田
信
二
事
務
所
長
門
市
東
深
川

10124の
43

長
門
市
東
深
川

124の
43

〃
３
、
27

村
田
弘
司
後
援
会

木
村
周
作
会
計
責
任
者
阿
野
泰
彦

赤
間
裕
也

平
成
30、
12、
31

山
口
県
歯
科
技
工
士
連
盟

登
城
博
文
代
表
者
登
城
博
文

井
康
弘

〃
６
、
10

山
口
県
日
本
共
産
党
後
援
会

福
江
俊
喜
会
計
責
任
者
川
辺
淳
二

鴨
崎
康
子

平
成
31、
３
、
26

山
本
と
し
あ
き
後
援
会

山
本
敏
昭
事
務
所
山
口
市
大
内
御

堀
６
丁
目
３
番

28号
山
口
市
大
内
御

堀
981の

２
平
成
30、
２
、
17

吉
村
し
の
ぶ
後
援
会

吉
村

忍
〃

大
島
郡
周
防
大

島
町
大
字
東
安

下
庄
780の

４

大
島
郡
周
防
大

島
町
大
字
西
方

1052
平
成
31、
３
、
26

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
十
月
十
五
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散

年
月
日

自
由
民
主
党
山
口
県
宇
部

市
第
一
支
部

岡
村
精
二
岡
村
里
見
宇
部
市
大
字
東
須
恵
3517

平
成
30、
12、
31

青
木
晴
子
後
援
会

青
木
晴
子
青
木
晴
子
〃

〃
918の

39
平
成
31、
３
、
28

四
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い
と
う
た
け
し
後
援
会

田
中
貢
造
伊
藤

弘
山
陽
小
野
田
市
大
字
山
川
2121

平
成
30、
12、
31

伊
藤
み
の
る
応
援
団

伊
藤

實
能
見
敏
郎
〃

大
字
厚
狭
12の
26

〃
〃
〃

岡
村
元
昭
後
援
会

下
井
洋
美
岡
村
シ
ヅ
エ
宇
部
市
大
字
東
万
倉
501

〃
〃
〃

小
林
訓
二
後
援
会

長
冨

稔
長
冨

稔
山
口
市
宮
野
下
3008の

１
〃
〃
〃

青
眼
会

松
浦
正
人
馬
野
昭
彦
防
府
市
千
日
２
丁
目
６
番
６
号

〃
〃
〃

青
心
会
労
働
問
題
研
究
所
藤
井
智
宏
宮
本
義
宣
宇
部
市
大
字
際
波
194の

263
〃
〃
〃

長
信
正
治
後
援
会

塩
見
洋
四
田
中
英
也
熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
川
西
508

〃
〃
〃

平
岡
泰
彦
後
援
会

平
岡
泰
彦
平
岡
典
子
下
関
市
唐
戸
町
２
番
12号

平
成
31、
２
、
13

平
野
和
生
後
援
会

平
野
和
生
平
野
和
生
大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
浮
島
84

〃
３
、
20

藤
村
ひ
ろ
み
後
援
会

藤
村
博
美
藤
村
茂
巳
下
関
市
丸
山
町
４
丁
目
３
番
10号

〃
２
、
12

藤
本
尚
志
後
援
会

藤
本
尚
志
藤
本
尚
志
防
府
市
大
字
牟
礼
538の

２
平
成
30、
12、
31

松
浦
正
人
を
支
え
る
会

阿
部
次
男
馬
野
昭
彦
〃

千
日
２
丁
目
６
番
６
号

〃
〃
〃

松
田
英
二
後
援
会

松
田
直
規
松
田
ミ
ユ
キ
下
関
市
菊
川
町
大
字
下
岡
枝
168の

４
平
成
31、
３
、
28

本
池
妙
子
後
援
会

大
松
妙
子
川
畑
美
佐
子
〃

赤
間
町
５
番
14号

〃
２
、
〃

山
本
と
も
よ
し
後
援
会

山
本
朋
由
山
本

定
下
松
市
大
字
来
巻
320

平
成
30、
４
、
30

渡
辺
和
彦
後
援
会

風
呂
本
忠
彦
神
尾

透
岩
国
市
周
東
町
祖
生
3407

平
成
31、
３
、
17

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
十
月
十
五
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

資
金
管
理
団
体

の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
を

し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

伊
藤

實
伊
藤
み
の
る
後
援
会

公
職
の
種
類
山
口
県
議
会
議

員
山
陽
小
野
田
市

長
平
成
31、
３
、
25

猶
野

克
な
お
の
克
後
援
会

事
務

所
宇
部
市
今
村
北

２
丁
目
２
番
10

号
宇
部
市
中
尾
１

丁
目
７
番
８
号
〃
２
、
１

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
十
月
十
五
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金

管
理

団
体

の
名

称
備

考

(

)

資
金
管
理
団
体
で
な

く
な
っ
た
年
月
日

藤
村
博
美

藤
村
ひ
ろ
み
後
援
会

平
成
31、
２
、
12

松
浦
正
人

青
眼
会

平
成
30、
12、
31

令
和
元
年
十
月
十
五
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
元
年
十
月
十
五
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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